
 令和５年度前橋市多面的機能支払交付金交付要項 

                                           令和５年６月２７日から適用 
 

 
 取扱担当課          代表 ２２４－１１１１     

   前橋市役所農村整備課（７階）電話  ８９８－６７１３（直通）（内線３７１３） 

 
 前橋市多面的機能支払交付金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 
 

 
交付目的 農業・農村地域の共同活動を支援し、地域資源の適切な保全管理

を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも

維持・発揮されるようにするため、交付金を交付するものです。 

 

ただし、下記の定めにより交付するために必要な事項を定めます。 

・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 

・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令 

・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 

・多面的機能支払交付金実施要綱（以下「国実施要綱」） 

・多面的機能支払交付金実施要領（以下「国実施要領」） 

・多面的機能支払交付金交付要綱 

・群馬県多面的機能支払交付金交付要綱 

・群馬県多面的機能支払の実施に関する基本方針 

内 

 

 

 

 

 

 

 

容 

交付対象者  国実施要綱で規定する活動組織等（以下「対象事業者」） 

（市内の集落等を構成する区域において、構成員による共同活動を

通じ、地域の農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を行う

ことを目的として設立された活動組織） 

対象となる 

事業及び対 

象経費 

 国実施要綱に基づき対象事業者が行う対象活動（上記の交付対象

者による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動

及び地域資源の質的向上を図る共同活動並びに施設の長寿命化のた

めの活動等） 

交付金額等 事業対象区域内の農振農用地面積（対象農用地面積）を基に、別

表に掲げるところにより算出した額。 

ただし、群馬県から前橋市に対する交付決定額に応じた金額とす

る。 

 

 

 

 

 



交付条件 

１ 対象事業者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書

類、帳簿等、交付金の交付申請の基礎となった書類を事業完了後

５年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければな

りません。 

２ 対象事業者は、対象事業の遂行に関する報告及び実施調査に応

じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。 

３ 対象事業者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規

則第３４号）、この要項及び交付金交付決定通知に記載の交付条件

を遵守し、事業を行わなければなりません。 
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交付申請の 

方法、時期 

等 

 次の書類により申請してください。 

１ 交付申請書 

２ 理由書（概算払を希望する場合、概算払を必要とする理由及び

時期を具体的に記入） 

交付決定の 

時期等 

 申請書の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内に、交

付の可否、金額、条件等を決定し通知します。 

 

 

 

対象事業が

変更、中止又

は廃止とな

った場合の

手続 

１ 対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合

は、変更等の手続きが必要となります。 

２ 上記の場合は、変更等を行う前に、変更等承認申請書を提出し、

承認の決定を受けなければなりません。 

変更承認の 

決定 

変更等承認申請書の審査及び調査を行い、受理した日から３０

日以内に、承認の可否、金額、条件等を決定し、通知します。 

交付金の概 

算払請求に 

ついて 

１ 概算払を希望する場合、次の書類により申請してください。 

 (1) 概算払請求書 

 (2) 添付書類 

  ア 理由書（概算払を必要とする理由、時期、金額等を具体的

に記入） 

  イ 交付決定通知書の写し 

２ ただし、一度に請求できる金額は、交付決定額の９０％以内と

します。 

  

３ 上記請求の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払い

ます。 



請求の方法、 

支払時期等 

１ 実施状況報告書を提出し、交付金額が確定した後、次の書類に

より申請してください。 

 (1) 交付金交付請求書 

 (2) 添付書類 

ア 交付決定通知書の写し 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払

います。 

 実績報告書 

の提出 

１ 事業実施年度の翌年度の４月１９日までに、次の書類により報

告してください。 

 (1) 実施状況報告書（国実施要領様式第１－８号） 

２ ただし、上記の書類には、次のいずれか早い時点での実績を記

載してください。 

 (1) 当該年度の事業報告について総会の承認を得た日 

 (2) 交付金の交付のあった年度の３月３１日 

交付決定の 

取消し又は 

交付金の返 

還 

１ 次の場合は、交付金の交付決定の全部又は一部が取り消されま

す。 

  (1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は、交付を受けたと 

     き。 

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。 

(3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した 

とき。 

 

２ 次の場合は、指定された期限までに、交付金を返還しなければ

なりません。 

(1) 交付対象面積が減少したとき、減少した面積に係る部分の

金額。 

(2) 交付金の交付を受けた後、交付金の交付決定を取り消され

た場合、取り消しに係る部分の金額 

(3) 交付を受けた交付金額が、交付の対象となる事業及び経費

の実績額に基づき積算し、確定した金額を超える場合、超える

部分の金額 



申請書等の 

書式 

 
１ 交付申請書（様式第１号） 

２ 交付決定通知書（様式第２号） 

３ 変更等承認申請書（様式第３号） 

４ 変更等承認通知書（様式第４号） 

５ 実施状況報告書（国実施要領様式１－８号） 

６ 概算払請求書（様式第５号） 

７ 交付金交付請求書（様式第６号） 
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